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税制改正に関する要望書 

 

                           東京青年税理士連盟 

会長  高橋 紀充  

Ⅰ．趣旨 

  

税理士の使命には、納税者の代理人として、憲法に定められた租税法律主義に基づき、申告納税制度の

理念にそって納税者の権利利益を擁護することに加え、国民の立場から租税制度の改善に努めることが

含まれる。また税理士は独立した公正な立場から、税務行政の適法性を監視する役割を担う。税務の専門

家である税理士は、納税者を援助し、納税者が自己の負う納税義務を適正に実現することにより、申告納

税制度の円滑かつ適正な運用を図るとともに、課税庁に対して納税環境の整備を促し、これを実行する

ことで申告納税制度の維持発展が可能となる。これらにより納税者、税理士、課税庁の間に対等で健全な

信頼関係が構築され、税理士に対する社会的信用が高まるものとなる。 

国民主権原理の下、租税に関する法令は主権者である納税者が納得できるものでなければならない。税

理士個人には建議権はないが、税理士法では「税理士会は税務行政その他租税又は税理士に関する制度

について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる（第 49 条の 11)」と定め

ている。我々東京青年税理士連盟では、納税者の権利利益を擁護するとともに、国民の立場から租税制度

の改善のため、税制について調査研究を継続して行っており、税理士会におかれては与えられている建

議権を活用するにあたり、広く多くの会員からの意見を検討していただくことを要望する。 

 

１．応能負担原則 

憲法 14条 1項では、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門

地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とされている。これを含めた憲法

原理をうけて、担税力が大きい者にはより多くの負担を求める垂直的公平及び担税力が同様の状況であ

る者は同様に課税するという水平的公平が要請される。 

垂直的公平においては、累進税率などにより量的担税力を適正にとらえるだけではなく、勤労所得に対

する資産所得、あるいは回帰性所得に対する非回帰性所得など、所得の性質に応じた質的担税力を考慮

しなければ、応能負担原則の要請に適合するものではない。 

また経済取引が多様化する今日において、課税の仕組みはそれぞれの経済取引に適切に対応したもの

が求められる。経済取引がどのようなものであっても、その実態が同様の状況にあるものは同様の負担

をすることが適切である。 

政策税制として利用される租税特別措置については、社会福祉政策的な観点から中小零細企業や所得

の低い者等に対して租税を軽減する措置は憲法上必要な措置であるが、産業経済政策的観点から大企業

や富裕層など特定の者の税負担を傾斜的に軽減する措置は応能負担原則に反し、憲法上問題であり是正

すべきである。 
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２．納税者の権利利益の擁護 

 わが国は、申告納税制度の採用により、国民が納税義務を履行するときは、租税法規に従って自ら課税

標準等を計算して申告及び納付することが原則となっている。しかし、今日の税体系は複雑かつ難解で

あり、納税者が正しく理解することは容易ではない。納税者が誤った申告をすることによる不利益を被

ることがないように、納税者を援助し、納税者の財産権を守るために税理士制度が設けられている。納税

者の委嘱を受けた税理士は申告納税制度の理念に基づき、法律の定めるところによる納税義務の適正な

実現を図ることにより、納税者の正当な権利利益を擁護しなければならない。申告納税制度は憲法の国

民主権原理の税法的表現・展開としてとらえることができるのである。 

 ところが先進国の中で、わが国だけが納税者権利憲章を有していない。平成 23年度税制改正法案にあ

った納税者権利憲章の策定等については見送られ、平成 24年度以降の税制改正大綱においては記載され

ていない。日本税理士会連合会の令和４年度税制改正に関する建議書では「納税者憲章を制定するとと

もに、国税通則法第１条（目的）に『納税者の権利利益の保護に資する』旨の文言を追加すべきである」

と記載されている。本来は納税者権利憲章を制定し、国税通則法第１条（目的）に「納税者の権利利益の

保護に資する」旨の文言を追加するとともに法律の名称も納税者権利利益の保護を図ることを表すもの

に変更すべきである。 

 一方社会の ICT 化が進展するなか、納税者の利便性に資するため経済社会の構造変化に対応した税務

手続きの仕組みを構築すべきであるが、過度に利便性、効率性を志向するあまり、申告納税制度を蔑ろに

し、納税者の権利利益を損なうような制度は認めるべきではない。 

 納税者の権利利益の擁護のために、納税者権利憲章の策定は喫緊の課題であり、今後その実現に向け

て法令等を整備する必要がある。 
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Ⅱ 当連盟が最も重要と考える要望事項 

 

１．納税者権利憲章の制定【継続】 

［要望内容］ 

納税者権利憲章の制定を行うべきである。 

［要望理由］ 

平成 22年度税制改正大綱には「納税環境整備」として「国民主権にふさわしい税制を構築していく

ため、納税者の税制上の権利を明確にし、税制への信頼確保に資するものとして『納税者権利憲章（仮

称）』を早急に制定します。」と明記していたが、納税者権利憲章の制定は立ち消えとなった。また国税

通則法も当初は「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に名称を変更す

ることになっていた。ところが、改正案第１条の、「国民の権利利益の保護を図りつつ」の部分が削除

され、納税者の権利を前進させる部分は殆どなく、法律の名称も今迄と同じ「国税通則法」のままとな

った。日本税理士会連合会の平成 26 年度税制改正に関する建議書においても、平成 25 年度までは建

議項目に挙げられていた「納税者憲章の制定」項目が外され、その内容については、「基本的考え方」

に「納税者憲章の制定について検討されることを期待したい」と記載されるにとどまり、「権利」の文

言も外された。 

OECD 加盟国をはじめ多くの国は納税者権利憲章などを整備しており、これらをまったく整備してい

ないのは先進国では日本だけである。このため、「納税者の権利」を保障するための納税者権利憲章（納

税者権利基本法）を法律によって整備する必要がある。そして、この納税者権利憲章に基づき、国税徴

収法などの租税手続に関する法や個別税法を定めるべきである。具体的には、例えば次のような内容の

権利を定めるべきである。 

（１）能力に応じて納税する権利 

（２）自ら申告し納税する権利 

（３）納税額を最小限にする権利 

（４）課税庁から公正、公平かつ丁重に扱われる権利 

（５）真実性・誠実性の推定を受ける権利 

（６）「適正手続」を受ける権利 

（７）プライバシーの尊重を受ける権利 

（８）租税の徴収の仕方を統制する権利 

（９）租税の使途を統制する権利 

（10）情報を開示させる権利 

（11）不服申立における権利 

（12）オンブズマンに訴える権利 

 

２．国税通則法の目的の追加【継続】 

［要望内容］ 

国税通則法（第１条）の目的に「税務行政の運営における公正の確保と透明性の向上」、「納税者の権

利利益の保護」を加えるべきである。 
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［要望理由］ 

行政手続法においては「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益

の保護に資することを目的とする」（平成６年施行同法第１条１項）と制定されている。税務行政手続

を規定した国税通則法は行政手続法の特別法であり、整合性を図るうえでも、納税者の権利保護規定等

が必要である。 

また、国税通則法及び各税法は、「義務」を中心にその規定がなされ、平成 23年度の税制改正後も国

税通則法の改正趣旨に掲げている「税務行政において納税者の権利利益の保護を図る」との記述とは相

反する新たな義務が法制化され、課税庁の権限を強化するものとなった。 

確かに、調査の事前通知、無予告調査の要件、調査の終了通知、処分の理由附記等の一定の改善も見

られた。しかし、他方で調査手続の中心となる課税庁の質問検査権行使の限界は依然として不明確であ

り、納税者の受忍義務の範囲も不明確のままである。 

したがって、国税通則法の目的が「税務行政の運営における公正の確保と透明性の向上」と併せ「納

税者の権利利益の保護」にあることを明確にすることで、個別の諸規定が目的に沿ったものになるよ

う、まずは第 1条を改正すべきである。 

 

 

Ⅲ．最近の税制改正の動向に関する要望事項 

 

１．請求書等保存方式の維持【一部修正】   

［要望内容］ 

適格請求書等保存方式（インボイス方式）は導入せずに、請求書等保存方式を維持すべきである。 

［要望理由］ 

（１）経過措置を設けるとはいえ、免税事業者は「適格請求書等（登録番号や消費税額等を記載）」を

交付できず、免税事業者からの仕入れは仕入税額控除が認められないため、500万超ともいわれて

いる小規模事業者を中心とした免税事業者が取引から排除されることが危惧される。 

（２）請求書等保存方式や区分記載請求書等保存方式は、取引慣行や事業者の事務負担に配慮してお

り、請求書等の保存などにより制度の透明性が十分に確保されているため、消費税額の正確な計算

に支障はない。 

（３）消費税は「国内において事業者が行った資産の譲渡等」を課税の対象としており、免税事業者か

らの仕入れに対して仕入税額控除を制限することは、簡素な法体系を歪める。 

（４）インボイス方式は、帳簿の保存に加え、「適格請求書発行事業者」の登録を受けた課税事業者か

ら交付を受けた「適格請求書等」の保存を仕入税額控除の要件としている。これは請求システムの

更新や経理担当者によるインボイスに記載された消費税額の確認等、事業者にこれまで不要であ

った事務負担を新たに強いるものである。これらの事務負担に係るコストは最終的には消費者に

転嫁されることになる。 

（５）インボイス方式を採用している諸外国では、インボイスの偽造が多数報告されており、公正な申

告納税制度が損なわれる恐れがある。 
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これらの理由により、インボイス方式を導入せずに、請求書等保存方式を維持すべきである。 

 

２．消費税率の単一税率化【継続】  

［要望内容］ 

軽減税率制度を廃止し、単一税率制度に戻すべきである。 

［要望理由］ 

（１）消費税率の引上げによる消費税の逆進性の加速化対策として、食料品等に対する軽減税率が導入

されたが、軽減税率の適用範囲について合理的かつ具体的に選定する基準を設けることは困難で

ある。今後、軽減税率の適用範囲が特定の政治的権力や業界の圧力により恣意的に変更されてしま

う危険性がある。 

（２）食料品や新聞に対して軽減税率を適用しているが、所得が高くなるほど減税効果が大きくなるた

め、逆進性への対応策として効率が悪い。逆進性の緩和は、租税の簡素化の観点からも、消費税体

系の中で行わず、社会政策全般により図るべきである。 

（３）複数税率の導入により事務負担が増大しており、申告納税制度の土台である租税の簡素化が損な

われている。 

（４）簡易課税制度における軽減税率の適用については、みなし仕入率をさらに細分化する必要が生

じ、その設定が複雑になり、中小事業者の納税事務の負担軽減措置として設けられた簡易課税制度

が形骸化している。 

（５）コロナ禍を発端に今後益々宅配飲食やインターネットでの取引等の増加が予想され、一つの取引

に複数税率が混在する軽減税率制度は事業者のみならず消費者にも混乱を招いている。 

 

これらの理由や、消費全般に広く薄く課税するという消費税創設の趣旨に鑑み、軽減税率制度は廃止

して単一税率制度に戻すべきである。 

 

３．消費税率の５％への引き下げ【一部修正】 

［要望内容］ 

消費税率を５％に引き下げるべきである。 

［要望理由］ 

消費税は、税の負担者である消費者の所得水準・生活状況をまったく考慮せず、一律に消費行動に対

して課税をする税制なので、収入に対する税の負担率は低所得者ほど大きくなりやすく、高所得者層・

富裕層ほど小さくなりやすいという逆進性の問題を抱えている。 

消費税は、商品やサービスを購入して消費することに担税力を認めて課せられる税金であり、税金の

負担者と納税義務者が異なる間接税とされている。しかし、法律上消費税の納税義務者はあくまでも

「事業者」であり、かつ、税額の販売価格への転嫁は法的に保障されたものではない。そのため、大企

業や強固なブランド力を持つ「事業者」は容易に価格転嫁できるが、熾烈な価格競争にさらされてい

る、あるいは取引先との力関係上劣位にある中小・零細事業者は、価格への転嫁が困難であり、実質値

下げを受け入れざるを得ないことが多く、収支・資金繰りが圧迫されている。 

ウクライナ危機を発端にエネルギーや食糧等の物価急上昇により、日本ではこの 1年で 3％の物価上
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昇となっており、消費税も実質増収となっている。トルコでは食品の付加価値税が 8％から 1％に引き

下げられるなど世界的に付加価値税の税率引き下げがみられるようになっている。 

また、税の滞納において消費税が突出して多いのは、本来担税力のない赤字の事業者に消費税納税を

求めているためであると考えられる。 

このように、消費税はその構造上、低所得者及び中小零細事業者という経済社会において弱い立場に

あり、担税力の乏しい人々に大きな負担を強いる税である。令和元年 10月の税率引き上げによります

ますその傾向は強まっている。 

財務省が公開している「一般会計税収の推移」によると、消費税導入時は所得税約 21.4兆円、法人

税約 19.0兆円、消費税 3.3兆円であったのに対し、令和 3年度では所得税約 21.4兆円、法人税約 13.6

兆円、消費税 21.9兆円となっている。 

応能負担原則の考え方によれば、所得税、法人税、相続税など所得の再分配機能を有する税目を基幹

税とするべきである。 

応能負担原則に反し、低所得者層に税負担が集中するため、貧富の差を拡大させる消費税を基幹税と

して位置付けるべきではない。消費税率を引き下げれば消費が刺激されることにより経済が活性化さ

れ、所得税収や法人税収の増加が期待される。 

これらの理由により、平成 26年増税前の水準となる５％に引き下げるべきである。 

 

４．マイナンバー（社会保障・税番号制度）を見直すこと【一部修正】 

［要望内容及び要望理由］ 

平成 25年５月 24日に、番号関連４法案（「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律」、「地方公共団体情報システム機構法」、「内閣法等の一部を

改正する法律」）が国会において可決、成立し、同年５月 31 日公布された。平成 27 年 10 月５日以降

番号が通知され、平成 28年１月には番号の利用が始まった。しかし、現時点で制度面や運用面で問題

点が解決されていない。したがって、マイナンバー（社会保障・税番号制度）を見直す必要がある。 

＜制度面＞ 

（１）マイナンバーを導入しても、その目的のひとつである所得把握には限界がある。 

（２）国家により国民財産が管理されるという危惧により国民財産の海外移転を促進するおそれがある。 

（３）事業者負担が軽減されるとしているが、軽減されることはなく、かえって中小零細事業者にとって

は事務負担が増加している。 

（４）給付や負担の公平性を実感してもらうことが重要である旨がマイナンバー導入の背景として述べ

られているが、マイナンバー導入によって給付を行うことは全国民がマイナンバーを取得しなけれ

ば現実的に不可能であり、また公平性の実現はできない。不公平税制にこそ不公平感の原因がある。 

（５）マイナンバーの過度の利用は申告納税制度の理念に反するおそれがある。 

（６）マイナンバーによる情報漏えい濫用の危険性の評価について絶対安全を前提にしてはならない。

情報漏えい等による被害に対する対策が不十分である。 

（７）マイナンバーが憲法の保障するプライバシー権を侵害しないかの検討が不十分である。 

（８）マイナンバーは個人の情報であるから、行政機関以外で使用・保有できる者は本人に限るものと
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し、行政機関に直接提出するもの以外にマイナンバーの記載を求めさせたり、マイナンバーを託した

りしなければならない制度設計を禁止すべきである。 

（９）マイナンバーの使用履歴は、毎年一定の時期に（例えば、ねんきん特別便と一緒に）書面で通知し、

各人が定期的に使用された状況を管理確認出来るものにしなければならない。また、過年度分につい

ては、即座に更新し閲覧は本人への許可制にすべきである。 

(10) マイナンバーの利用は行政分野（税・社会保障・災害対策）に利用範囲が限られていたはずであ

る。しかし平成 27 年９月３日に番号の利用範囲を拡大する改正法が成立した。マイナンバーの利

用範囲はプライバシー保護の点から拡大すべきでない。 

 

＜運用面＞ 

（１）個人番号の適切な管理のために必要な措置について、個人番号関係事務実施者となる事業者は大

きな負担となるが、事業者、とりわけ中小零細事業者が講ずべき安全管理措置について過剰な負担と

ならないよう、適正な安全管理措置について具体的・積極的に情報提供すべきである。 

（２）支払調書等の受給者本人に交付されることが法律上義務付けられていない書面であっても、実務

上、受給者本人に交付され、その者の所得税等の確定申告に利用されている書面については、法律上

義務付けられていない参考資料であることを周知し、受給者の利便性を図るためこれまでどおり支

払調書を交付する場合は受給者および支払者の個人番号を記載していないものを交付する等の必要

性を周知しなければならない。 

 

５．マイナポータルの設置及び表示情報の範囲は任意とすべき【継続】 

［要望内容及び要望理由］ 

（１）マイナンバーは、個人情報を一元管理せず、各機関で管理していた個人情報を引き続きその機関

で管理し、個人情報がまとめて漏れない仕組みを前提としている。一方、マイナポータルは「行政

機関が保有する自分に関する情報」をパソコン等からアクセスすることで、自分で確認できるもの

として整備される予定である。この仕組みによると、マイナポータルにアクセスすれば、個人情報

は一元的に確認できることになるため、個人情報がまとめて漏れる可能性が生じる。そこで、マイ

ナポータルを通じた情報漏えいのリスクを排除するため、マイナポータルの設置は選択制にすべ

きである。 

（２）マイナポータルは「行政機関が保有する自分に関する情報」を確認できるほか、行政機関がマイ

ナンバー（個人番号）の付いた自分の情報をいつどことやりとりしたのか確認できたり、行政機関

から自分に対しての必要なお知らせ情報等を確認できたりするものとして整備される予定である。

前者は行政機関を監視する意義があり、後者は積極的に行政からの情報提供を受ける意義がある。

「行政機関が保有する自分に関する情報」を表示することは望まないが、行政機関を監視し、ある

いは、行政からの情報提供は望むという者もいると考えられる。よって、マイナポータルで表示さ

れる情報の範囲は各自が設定できるものとし、何も設定しない者については情報漏えいのリスク

を排除するため、マイナポータルは設置されないものとすべきである。 
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６．デジタル改革関連法は見直すべきである【継続】 

［要望内容及び要望理由］ 

デジタル改革関連法は情報の共有や利用を円滑にするが、このことが広く社会の利益に資するかは、

あくまで個人の権利が護られていることが前提である。デジタル社会形成基本法は「ゆとりと豊かさを

実感できる国民生活の実現」（第５条）「国民が安全で安心して暮らせる社会の実現」（第７条）「利用の

機会等の格差の是正」（第８条）「個人および法人の権利利益の保護」（第 10条）等を基本理念と定めて

いるが、一方で第 16 条では「すべての事業者に対しデジタル利用の推進に努めることを義務付ける」

ことが強調されている。基本理念を置き去りにして強制的にデジタル化に向かうことは、国民の混乱や

分断を呼ぶ。また膨大なデジタル化投資を事業者に求めることにより、事業継続を困難にさせる危険性

がある。 

税理士と特に関係の深い問題としては、国家資格等管理システムの構築がある。これは国家資格に関

する事務等におけるマイナンバーの利用及び情報連携を可能にするため、税理士を含む 32の国家資格

をマイナンバーと紐づけるというものである。税理士が国家のデータベースに組み込まれることは、税

理士の独立性が脅かされる点で問題があり、関与先納税者の権利利益を護るスタンスを維持できなく

なる可能性が危惧される。 

また、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」「預貯金

者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」は任意としながらも、マイ

ナンバーと金融口座との紐づけを促し、国家による個人資産の把握・監視がいっそう強化される。この

ことは申告納税制度の前提を揺るがし、国家による強権的な税の徴収の素地が整備される。 

さらには、インボイス制度への移行とそれに伴う電子インボイスの導入は、事業者、とりわけ中小零

細事業者へデジタル化投資と過酷なコンプライアンスを押し付けることから、事業継続が困難化し、ま

た起業家の意欲に水を差す結果になる。また関連して個人事業者の氏名や登録番号等の情報をインタ

ーネットで公開することも、人格権の侵害に繋がる恐れがある。消費税法における仕入税額控除は納税

者の権利であり、この権利がデジタル化によってむしばまれることがあってはならない。 

以上のように、急速なデジタル化により、現実とインターネット空間の双方から国民・納税者を過度

に監視する社会が到来しようとしている。国民・納税者が憲法に保障された人権をむしばまれないよ

う、税理士の立場からデジタル化の動きを逆に監視し、行き過ぎた政策には反対の声をあげるべきであ

る。 

 

７．電子帳簿保存法の令和３年度改正を廃止する【一部修正】 

［要望内容］ 

電子帳簿保存法の令和３年度改正を廃止し、従前の取扱いに戻すべきである。 

［要望理由］ 

令和３年度改正において、書面出力の代替措置が廃止されたことにより、すべての事業者が電子帳簿

保存法の規定に従って、電子取引の取引情報を取り扱う義務を負うことになった。これにより、従来の

ままの帳簿管理では、改正後の煩雑な電子取引の保存要件を充足できない納税者が増えることが予想

される。また、違反する者に対しては、必要経費・損金不算入や青色申告の承認の取消しという過酷な

罰則が適用される可能性があり、帳簿の改竄などとは無縁である良心的な一般の納税者を巻き込むと
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いう点で、強権的かつ生産性のない改正といえる。 

現在の平均的な事業者の帳簿保存の実態を見るに、時代の流れとともに急速に紙媒体の取扱いが減

少して電磁的記録媒体にシフトする傾向にあり、経済性の観点から今後もその傾向が進んでいくこと

が予想される。電磁的記録媒体が広く浸透するなか、このように厳しい罰則付きの法令を設けること

は、紙媒体のみを取り扱う方が却って安全であるという認識を事業者の間に広め、時代に逆行した非効

率な行動を促す結果になる。また、納税者が改正法を遵守して電磁的記録媒体を管理するならば、個々

のデータのタイトルに日付や金額を入力しなければならず、非常にアナログな作業に忙殺されるか、管

理用のソフトウェア等の導入コストを負担することになる。納税者の負担を考慮せず、税務調査の効率

のみを重視した改正といえる。 

したがって、令和４年度改正により令和６年１月１日までの宥恕規定が創設されたが、この令和３年

度改正は廃止し、納税者に過重な義務を押し付けない内容の改正があるまでは、従前の取扱いに戻すべ

きである。 

 

 

Ⅳ．貴会の意見書に記載されていない事項で当連盟が特に重要と考える要望項目 

 

【国税通則法・納税環境整備】 

１．反面調査の原則禁止【一部修正】 

［要望内容］ 

反面調査は原則禁止とすべきである 

［要望理由］ 

納税者の了解を得ずに行った取引先や銀行への反面調査の結果、取引上の信頼が大きく損なわれ経

営危機を招いた事例が数多く報告されている。反面調査は、質問検査権に基づいて行われるものであ

り、本人調査（納税者本人への調査）と同様に客観的必要性がある場合に限り行われるものである。 

したがって、客観的必要性の説明を経ないで行われた反面調査は違法な質問検査権の行使と考えられ

る。 

さらに、デジタル化時代の反面調査を考えるとき、反面調査及び金融取引照会／回答事務手続の電子

化（デジタル化／オンライン化）により、事態はより深刻化する。反面調査が、納税者本人の断りなし

に 24時間オンラインで可能になる事態を看過することはできない。 

よって、反面調査は原則禁止とすべきである。さらにデジタル化時代においては、反面調査を行うと

しても、アメリカの「納税者ファースト法（反面調査の手続きに納税者本人が参加するための法律）」

等を参考にして、手続きを適正かつ透明なものにしなければならない。 

 

２．任意の税務調査について全ての場合に書面による事前通知をすること【一部修正】 

［要望内容］ 

任意の税務調査の事前通知は全ての場合において書面にて行うべきである。 

［要望理由］ 

国税通則法第 74条の９は、税務調査の事前通知を行うことを規定しているが、例外として国税通則
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法第 74 条の 10 に事前通知を要しない場合について規定している。しかし、任意の税務調査は、犯則

事件のための調査や滞納処分のための調査とは異なり、納税者の協力によって行われるものであるた

め、全ての場合において事前通知を行うべきである。特に反面調査については、同じ質問検査権の行使

である税務調査でありながら、法律上は事前通知の対象から除かれている。 

しかし、税務調査手続きに関する FAQ（一般納税者向け）では、「反面調査の場合には、事前通知に

関する法令上の規定はありませんが、運用上、原則として、あらかじめその対象者の方へ連絡を行うこ

ととしています。」とされており、この措置を立法化すべきである。 

 

３．事前通知の調査開始日時と場所の変更は納税者等と事前に調整の上決定すること【継続】 

［要望内容及び要望理由］ 

国税通則法第 74条の９第２項では、税務署長等は事前通知を受けた納税義務者から合理的な理由を

付して調査開始日時や調査場所を変更するよう求められた場合には、当該事項について協議するよう

努めるものとされている。これらの事項については、努力義務ではなく、納税者及び納税者の税務代理

人と事前に調整の上で決めることとすべきである。また、事前通知後の調査開始日時等の変更について

も原則として認めるようにすべきである。 

［要望理由］ 

税務調査手続に関する FAQ（一般納税者向け）の問 16 においても事前通知の時点で納税者等と調査

開始日時の調整をすることとしている。また、合理的な理由があれば事前通知後の調査日時の変更も協

議することとしているが、任意の税務調査はあくまで納税者の協力の上に成立するものであって、課税

庁が調査開始日時や調査場所を一方的に決めても納税者の同意なしに調査を行うことはできないため

である。 

 

４．事前通知項目の「調査を開始する日時」を「調査日程」に改め、かつ調査理由を追加すること【継続】 

［要望内容及び要望理由］ 

 国税通則法第 74 条の９第１項第１号に規定する「質問検査等を行う実地の調査（以下この条におい

て単に「調査」という。）を開始する日時」を「質問検査等を行う実地の調査（以下この条において単

に「調査」という。）の日程」に改め、調査の開始時間、終了時間、調査が複数日あるときは調査日に

ついて事前通知をすべきである。なぜなら、調査の開始日時だけでは事前通知として不十分であり、平

成 23年の国税通則法改正前の実務においても、これらの事項は通知されていたためである。 

また、事前通知の項目に「調査の目的」とは別に「簡単な調査理由」を追加すべきである。なぜなら、

質問検査権の行使は「調査について必要があるとき」に限定されるため、必ず調査理由が存在しなけれ

ばならないためである。よって、調査理由については事前通知の際に簡単に示すとともに、具体的な調

査理由については臨場調査の着手時に説明すべきである。 

 

５．事前通知を行う期限を法定化すること【継続】 

［要望内容］ 

国税通則法第 74条の９には事前通知を行う期限については特に規定がないため、事前通知を行う期

限を調査予定日の○週間前というように明確化すべきである。 
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［要望理由］ 

事前通知をしたとしても調査日の直前であっては、納税者は調査に必要な資料の用意をする時間的

余裕がないなど納税者の便宜への配慮に欠けており、事前通知の意味が失われてしまうためである。 

 

６．帳簿その他の物件（その写しを含む。）の提出、留置きの規定の削除【継続】 

［要望内容］ 

国税通則法第 74 条の２に規定する帳簿その他の物件（その写しを含む。）の提出を求めることがで

きるとする部分と国税通則法第 74条の７（提出物件の留置き）の規定は削除すべきである。 

［要望理由］ 

これらの規定は、「現行の調査実務上行われている手続き」という認識に基づき改正されたが、現行

の調査実務上当然に行われていた手続きとはいえず、納税者の協力によって行われていたものである。

この納税者の協力によって行われていたものについて、改正国税通則法は、納税者がこれらに協力しな

い場合に罰則の対象としており、事実上の強制としている。これは課税権力の強化であり、納税者の権

利擁護とは逆行するものである。 

物件の提出・留置きは廃止すべきであるが、仮に現行規定のように物件の提出・留置きを認める場合

には、その必要性の認定にあたっては税務職員の自由裁量に委ねるのではなく、物件の提出は物件の提

示をしてもなお足りない場合にのみ行えるよう規定すべきである。また、留置きは納税者から返還の申

し出があった場合には、速やかに返還するように規定すべきである。 

 

７．質問検査権の手続等の法定化【一部修正】 

［要望内容］ 

国税通則法第 74条の２以下の質問検査権の規定はきわめて粗略かつ不備であるため、調査手続きに

ついて法律で明確にすべきである。具体的には次のような事項を規定すべきである。 

（１）調査着手時の具体的な調査理由の開示 

（２）調査期間の制限 

（３）調査開始時の税務職員の身分証明書及び質問検査証の提示の義務化 

（４）調査物件の範囲の明確化（直接事業に関係のない個人財産の開示制限など） 

（５）特定職業人（医師、弁護士、税理士及び公証人など）の守秘義務を尊重する規定 

（６）代理人の尊重に関する規定（代理人がいる場合には、代理人のいないところで調査を行ってはなら

ないことなど） 

（７）納税者に質問検査権の行使時における録音・ビデオによる撮影等による記録を認めること 

（８）課税処分前における処分内容の説明と意見を述べる機会を納税者及び代理人に与えること 

（９）全ての調査における調査終了通知書の発行 

（10）再調査の原則禁止 

[要望理由] 

  国税通則法第 74条の２以下の質問検査権の一連の規定は、納税者の権利擁護の視点からみて、依然

不備と言わざるを得ない。同調査は強制捜査を認めるものではないとされるが、同法 128 条２号及び

３号において納税者には一定の場合、刑罰が科せられることから、その意味で受忍義務を課している。
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そこで、調査手続きについても少なくとも上記の事項を法律で明確に規定すべきである。 

 

８．修正申告の勧奨の禁止【継続】 

［要望内容］ 

国税通則法第 74条の 11第３項の修正申告の勧奨に関する規定は削除すべきである。 

［要望理由］ 

  修正申告の勧奨をすることは、納税者の権利である不服申立ての機会を結果として奪うことになり

かねない。 

修正申告を行うべきかどうかの判断は、納税者本人の意思に任せることが当然であり、税務署長等

が、修正申告等の勧奨を行うことは申告納税制度の趣旨そのものに反する。調査終了時において、納

税者本人に対して修正申告等を行った際の効果について説明を行えば足りる。 

 

９．租税救済制度の整備【継続】 

［要望内容及び要望理由］ 

現在の租税救済制度は、平成 28年４月１日に改正法が施行されたが、納税者の権利利益を保護する

ためには不十分であり改善する必要がある。具体的には次の（１）～（４）のような事項を定めるべき

である。 

なお、平成 26 年６月 13 日に公布された「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律」により国税通則法が改正され、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行することになったが、納税者の権利利益を保護するためには未だ不十分である。改正行政

不服審査法附則第６条は「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の

状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと

する。」と規定しているので、行政不服審査法の関係法律である国税通則法においても、所要の措置が

講じられるよう救済制度の現実を注視・分析し、改善を目指すよう努める必要がある。 

（１）争訟手続について 

①不服申立前置主義の廃止。再調査の請求、審査請求、訴訟の選択制。 

改正により、異議申立前置は廃止されたが、審査請求は前置されたままである。審査請求前置につ

いても廃止し、選択制にしなければならない。 

②不服申立期間の延長 

改正により、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に延長されたが、不十分で

ある。取消訴訟の出訴期間と同じく不服申立期間も６月以内とすべきである。審査請求も取消訴訟も

国民の権利利益の救済という点で異なるものではなく、説得力のある書面の準備や証拠物を提出す

る必要性は変わらない。 

なお、再調査の請求を経た後に審査請求を行う場合の不服申立期間については改正されておらず

「翌日から起算して１月」のままであるが、上記同様、不服申立期間を６月以内（最短でも統一して

３月以内）とすべきである。 

③争点主義の明文化（審理の対象を原処分理由に限る） 

④対審的構造の導入 
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改正により、口頭意見陳述における全ての審理関係人の招集及び審査請求人の原処分庁に対する

質問権が規定されたことで、対審的構造が導入されたことは評価できる。 

しかし、担当審判官に対する許可手続きや質問権に対する応答義務に関する規定がなく不十分で

ある。質問権がある以上は適切な回答は当然に求められるものであろうが、質問権を実効性のある

ものにするためには「審査請求人からの質問に対し回答しない事項については証拠として取り扱わ

ない」等と規定し、明文をもって実効性を担保すべきである。 

⑤証拠資料の閲覧・謄写・印刷の容認 

改正により、証拠資料の範囲が担当審判官の職権収集資料にまで拡大し、謄写権も認められたた

め、審理の透明性や公正性に資するものとして評価できる。しかし、原処分庁にまで閲覧・謄写を認

める内容の規定に変わったが、原処分庁には認める必要はない。原処分が維持されるべき理由がある

ならば、担当審判官の職権収集資料が無くても原処分は維持されるからである。なお、国税通則法の

一般法である行政不服審査法 38条は「審査請求人又は参加人」が主語となっていて、国税通則法の

ように原処分庁を含む審理関係人を主語としていない。国税についての審査請求だけが特別である

理由はなく、国税通則法においても「審査請求人又は参加人」に限るべきである。 

また、行政不服審査法案に対する衆議院参議院の各附帯決議において、陳述書の閲覧・謄写につい

て検討することが決議されたが、証拠資料と同等の意味を持つものなので、閲覧・謄写を当然に認め

ていくべきである。 

ところで、証拠資料の閲覧・謄写については、権利が認められただけで具体的な手続きの定めが法

令に存在しない。閲覧・謄写が可能な証拠資料の提出状況を審理終結前に審査請求人が把握できる機

会を保障し、閲覧・謄写を請求するための手続きを法令で定める必要がある。 

⑥税理士補佐人制度の強化充実 

 

（２）国税不服審判所について 

①国税不服審判所を内閣府下に設置 

②国税通則法第 78条(国税庁長官による審判所長の任命)の規定の改組 

③国税不服審判所の審判官について税務行政機関との人事交流の禁止 

④国税通則法第 99条(国税庁長官の通知)の廃止 

平成 26年度税制改正により、国税庁長官への申出・国税庁長官の指示という手続きは廃止され、国

税庁長官への通知・国税審議会の議決に基づき裁決という手続きに変わったが、国税庁長官への通知

が前提となっている。国税庁からの独立性は高まったものの国税不服審判所が国税庁から独立してい

るとは言えない。よって、99条そのものを廃止すべきであることに変わりはない。 

⑤審判官の公募任用の拡大、審判官の人材育成措置、非常勤国税審判官の創設 

平成 23年度税制改正の後３年をかけて、事件を担当する審判官の半数は外部登用者となったが、審

理は審判官３名以上で行われるものであり、議決は担当審判官１名及び参加審判官２名以上の議決に

基づいて行われる。よって、合議体が３名で構成された場合、事件によっては過半数の外部登用者で

構成されないことになる。また、参加審判官には、国税審判官だけではなく国税副審判官もなること

ができる。そうすると、３名の構成は、外部登用者の国税審判官１名と内部登用者の国税審判官およ

び国税副審判官、各１名となり、外部登用者が過半数とはならない。よって、全ての審査請求に係る
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事件について過半数の外部登用者が確保されるよう、公募任用を拡大しなければならない。 

審判官の人材育成措置及び非常勤国税審判官の創設については、改正されておらず引き続き要望す

る。 

⑥審判官の資格に対する忌避及び排除に関する規定 

改正により、一定の審判官（改正国税通則法 94 条２項）について除斥事由の規定が新設されたが、

忌避に関する規定はまだ存在していない。よって、引き続き要望する。 

 

（３）訴訟機関について 

①国税庁派遣の裁判所調査官制度の廃止 

②全ての裁判所に租税訴訟専門担当部の設置 

③少額訴訟専門機関の設置 

 

（４）その他 

①全裁決事例の公開 

②課税庁からの独立性と中立性を有する第三者機関としての税務苦情処理機関の設置 

③「再調査の請求」という名称の見直し 

改正により、異議申立ては「再調査の請求」と改称されるが、この名称は行政救済制度の目的と一致

しない名称である。「異議申立て」は、更正・決定処分等（以下「課税処分」という。）という行政処分

に対し不服があるから行うものであり、調査を求めて行うものではない。よって、課税処分に対する請

求であることが明らかであるよう「異議申立て」という名称に戻すべきであるが、「異議申立て」を廃

止する以上は同じ名称を使用できないというのであれば、「処分取消請求」等、課税処分に対する請求

であることが明らかな名称に改称すべきである。 

④不服申立てにおける総代の互選命令に関する手続きの整備 

多数人が共同して不服申立てをするときは、共同不服申立人は総代を互選することができるが、共

同不服申立人が総代を互選しない場合、国税不服審判所長等は、必要があると認めるときは総代の互

選を命ずることができる（国税通則法 108条）。これを受けて、不服審査基本通達 108－５は「法第 108

条第２項の規定による総代の互選命令が履行されなかった場合には、当該共同不服申立ては不適法な

不服申立てとなることに留意する。」と定め、通達の解釈に立つと、互選命令を履行しない不服申立て

は不適法なため却下されることになる。 

しかし、互選命令は一方的な手続きであり、不服申立人から意見聴取する機会が法律で保障されて

いない。よって、共同不服申立人が総代を互選しない合理的な理由がある場合は、その理由を陳述ま

たは書面で提出し、互選命令の必要性を再検討するための手続きを法律で定める必要がある。 

 

10．源泉徴収義務者への納税告知処分に対する不服申立てができる者に受給者を追加すること【継続】 

［要望内容］ 

  源泉徴収義務者が「源泉所得税の納税告知処分」を受けた場合には、受給者は支払義務者と一緒に、

あるいは支払義務者に代わり不服申立てを行えるようにすべきである。 

［要望理由］ 
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源泉徴収制度は、給与等の支払義務者が受給者に給与等の支払いをする際に、所得税を源泉徴収し、 

支払義務者が所得税の納税義務を負う制度である。この所得税について追加納付額がある場合は、税 

務署長は支払義務者に対し「源泉所得税の納税告知処分」を行い、支払義務者が納税の義務を負う。 

そして、支払義務者は受給者に対し追加で所得税の負担を求めることになる。 

受給者は、所得税を追加で負担させられたことに不服がある場合、税務署長に対し争うことはでき 

ず、税務署長に対し不服申立てをすることを支払義務者に求めるしかない。 

このような制度では、真の所得税負担者である受給者に不服を申し立てる機会が保障されていない 

といえる。そこで、「源泉所得税の納税告知処分」を受けた場合には、受給者は支払義務者と一緒に、 

あるいは支払義務者に代わり不服申立てを行えるようにすべきである。 

 

11．審査請求における「争点の確認表」と「審理の状況・予定表」の作成の法定化【継続】 

［要望内容及び要望理由］ 

 審理の円滑化等、審査請求人の権利を擁護するため下記のとおり制度の法定化が必要である。 

（１）争点の確認表（争点整理表） 

審査請求手続きに活用されている「争点の確認表」は、審査請求を適正かつ迅速に解決するため、

担当審判官が、審査請求人及び原処分庁のそれぞれの主張を正しく理解し、また、審査請求人及び原

処分庁双方とともに、争点に関する共通の理解を持つ必要から作成されている。 

具体的には、審査請求人及び原処分庁から提出された主張に関する書面に基づいて争点を整理し、

①争われている原処分、②争点及び③争点に対する審査請求人及び原処分庁双方の主張などを簡潔

に整理しまとめたものである。担当審判官は、この「争点の確認表」を作成し、送付することとして

いる。しかし、これは法定の手続きではない。 

審理の円滑な進行と争点の明確化のため、担当審判官の議決前に作成し、送付し、審査請求人及び

原処分庁双方が一定期間内に確認することを法定化すべきである。 

（２）審理の状況・予定表 

審査請求手続きに活用されている「審理の状況・予定表」には、答弁書などの書類の提出状況、そ

の時点での争点、調査・審理の状況、今後の予定等が記載されている。担当審判官は、審査請求人と

連絡又は面談してからの期間が３か月以上になる場合には、少なくとも３か月ごとに「審理の状況・

予定表」を送付し、審査請求の進行状況等を知らせることとしている。しかし、これは法定の手続き

ではない。 

審理の円滑な進行のためにも、少なくとも３か月ごとに作成することを法定化すべきである。 

なお、再調査の請求についても、原則として３か月以内に処理することを業績指標としていること

から、３か月を経過する場合には、再調査審理庁は「審理の状況・予定表」を作成し、再調査の請求

人に対し送付することを法定化すべきである。 

  

12．後発事由による更正の請求期間の延長【継続】 

［要望内容］ 

国税通則法第 23条第２項各号において、判決等の後発事由による更正の請求期間は２月以内とされ

ているが納税者の権利が損なわれないように、その期間を１年以内とすべきである。 
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 [要望理由] 

 一般に、不服申立てが長期間可能であれば、法律関係の早期安定の要請に反し、他方、短期間で不服

申立てが不可能になれば、国民の権利の救済の要請に反することから、これら相反する２つの要請の調

和を考えて不服申立期間を定める必要がある。 

国税通則法においては、法律関係の早期確定に傾き、納税者の権利救済の機会拡大への配慮が欠けて

いる。納税者の権利救済の機会の拡大を図るため、請求期間を１年以内に延長すべきである。 

 

13．調査の事前通知等の対象者に、支払調書等の提出義務者や反面調査を受ける者を含めることを明文

化する【継続】 

［要望内容］ 

調査の事前通知等（国税通則法第 74 条の９）及び調査の終了の際の手続（同法第 74 条の 11）は、

納税義務者に対する手続き規定であるため、支払調書等の提出義務者や反面調査を受ける者が除かれ

ている。しかし、これらの者に対する手続きも任意の税務調査であり、あくまで納税者の協力の上に成

立するものであるため、明文化された手続きのもとで行われる必要がある。 

［要望理由］ 

国税通則法第 74条の９（納税義務者に対する調査の事前通知等）第３項第１号は、納税義務者の定

義を「第七十四条の二第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第七十四条の三第一項

第一号イ及び第二号イに掲げる者、第七十四条の四第一項並びに第七十四条の五第一号イ及びロ、第二

号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イの規定により当該職員による質問検査等

の対象となることとなる者並びに第七十四条の六第一項第一号イ及び第二号イに掲げる者」としてい

る。 

  例えば、所得税に関する調査（同法第 74条の２第１項第１号）の対象者の場合、上記の「納税義務

者」の定義には「第七十四条の二第一項第一号イ」しか含まれていないため、同号ロの支払調書等の提

出義務者や同号ハの反面調査を受ける者が除かれている。そのため、支払調書等の提出義務者や反面調

査については、調査の事前通知等や調査の終了の際の手続の対象から除かれていることになる。 

  しかし、これらの者に対する手続きも任意の税務調査であり、あくまで納税者の協力の上に成立す

るものであるため、明文化された手続きのもとで行われる必要がある。 

 

14．意見公募手続（パブリック・コメント）の対象を拡大すること【継続】 

［要望内容及び理由］ 

 租税法領域における意見公募手続は、法律の制定又は改正を伴うものについては適用除外とされ、法

律の制定又は改正を伴わずに定められる命令等についてのみ行政手続法に基づく意見公募手続が実施

されている。法律の制定又は改正を伴うものであっても、納税者の権利義務に大きな影響を及ぼす命令

等については、国民から広く意見を求める機会を増やすため、行政手続法に基づく意見公募手続の対象

とするように改正すべきである。 
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Ⅴ．その他各税目に関する要望事項 

 

【所得税】 

１．基礎控除額の増額【継続】 

［要望内容］ 

  基礎控除額を引き上げるべきである。 

［要望理由］ 

基礎控除は、憲法第 25 条第１項に基づき、最低限度の生活に必要な費用は担税力を持たないため、

課税対象外に置こうというものである。現在、所得税法上の基礎控除額は最高で 48万円であり、生活

に最低限必要な費用には到底満たない金額である。 

よって、憲法第 25条第１項の生存権を保障できる程度に、基礎控除額を増額すべきである。具体的

な金額としては、生活保護給付の金額が参考になる。 

 

２．配偶者控除額の増額、配偶者特別控除の廃止と移転的基礎控除の創設【一部修正】 

［要望内容］ 

配偶者控除を増額すると同時に配偶者特別控除を廃止し、「手取りの逆転現象」及び「二重控除」が

生じないように移転的基礎控除を創設すべきである。 

［要望理由］ 

（１）上記１の基礎控除の適用があるのは、基礎控除を控除するだけの所得がある者に限られる。生活保

護法 10条の「世帯単位の原則」に基づき、所得のない配偶者の最低生活費は、所得のある者から負

担することが優先され、現実的にも、専業主婦（夫）の生活費は他方配偶者から捻出されている。 

つまり、配偶者の生存権を保障するのが配偶者控除である。よって、配偶者控除は、生存権を保障す

るよう基礎控除額と同じく増額すべきである。 

（２）配偶者特別控除は、いわゆる「手取の逆転現象」を解消するため導入されたが、現行の制度は、配

偶者の基礎控除とともに、納税者に配偶者控除または配偶者特別控除の適用が認められるという「二

重の控除」が生じている。「二重の控除」は一部の者への特別な考慮となっており税負担の不公平が

生じている。よって、配偶者特別控除を廃止し、かつ「手取の逆転現象」を解消し「二重控除」を排

除するため配偶者控除に「移転的基礎控除」（配偶者が基礎控除を適用している場合に、その控除し

た基礎控除部分を納税者の配偶者控除から除外する制度）を導入すべきである。 

 

３．扶養控除の増額と適用対象の見直し【一部修正】 

［要望内容］ 

  扶養控除額を増額し、かつ、扶養親族を年齢によって区分せず、控除額を一律とする。 

［要望理由］ 

（１）上記２の配偶者控除と同様の理由により、扶養親族の生存権を保障しなければならない。そのため

に扶養控除があるということを踏まえれば、扶養控除は全ての扶養親族について適用対象とすべき

であり、配偶者控除とともに、生存権を保障するよう基礎控除額と同じく増額すべきである。 

（２）なお、税の簡素化の観点から、所得控除もまた簡素化すべきであり、特定扶養親族や年少扶養親族
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などの扶養親族内での区別は廃止すべきである。 

 

４．基礎的人的控除の所得制限を撤廃すること【継続】 

［要望内容］ 

基礎的人的控除の所得制限を撤廃するべきである。 

［要望理由］ 

上記１から３のとおり、所得税法においては基礎的人的控除（基礎控除、配偶者控除、扶養控除）制

度を設け、最低生活費に対して課税しないこととしている。 

しかし、基礎控除額及び配偶者控除額は、合計所得金額によっては減少し、または消失することとし

ている。本人及び配偶者の最低生活費を侵して課税することとなる可能性がある。 

よって、基礎的人的控除の所得制限を撤廃すべきである。 

 

５．寡婦控除の適用範囲の見直し【継続】 

［要望内容］ 

寡婦控除の要件を満たす寡夫についても、性別による区別を設けず、寡婦控除と同様に所得控除を認

めるべきである。 

［要望理由］ 

未婚のひとり親については、令和２年度税制改正においてひとり親控除として整理されたが、改正

後も所得 500万円以下で、子以外の扶養親族を持つ死別・離別の女性については、寡婦控除が存置さ

れている。 

寡婦控除の制度創設の趣旨は戦争未亡人への配慮であり、近年の女性の社会進出や時代の変遷など

を踏まえると、配慮措置の目的は福祉政策的な側面が強くなっている。このような配慮措置に男女差

を設ける合理的な理由はなく、憲法第 14条に定める法の下の平等に反する。よって、寡婦控除の要

件を満たす寡夫についても、性別による区別を設けず、寡婦控除と同様に所得控除を認めるべきであ

る。 

 

６．年末調整制度を選択制とすること【継続】 

［要望内容］ 

年末調整制度は選択制に（源泉徴収制度は維持）すべきである。 

［要望理由］ 

年末調整制度は申告納税制度の本来の趣旨に逆行する措置であり、自分が納めている所得税がどの 

位なのか分からないまま働いている納税者を多く生み出している。納税者にとっては確定申告手続き

を行う負担が軽減されているが、申告納税制度の趣旨からすればデメリットであり、一長一短である。 

また、年末調整制度は、障害者控除の対象者であることを証明するなどのプライバシーの問題もあ

る。 

以上の問題を解決し、あるべき申告納税制度の観点から、年末調整制度は選択制に（源泉徴収制度は

維持）すべきである。 
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７．給与所得控除における実額経費控除の創設【一部修正】 

［要望内容］ 

給与所得の実額経費控除制度を創設すべきである。 

［要望理由］ 

給与所得控除の機能は、「勤務費用の概算控除」及び「他の所得との負担調整のための特別控除」で

あるとされてきた。勤労性所得である給与所得は、資産性所得等に比して不安定であることや、雇用関

係の不安定性等の事情があることから担税力が弱いため、「他の所得との負担調整のための特別控除」

相当の給与所得控除は必要である。給与所得控除額は近年、平成 24年度、平成 26年度、平成 30年度

の税制改正により減額が続いており、令和２年以降は給与収入が 850 万円超の場合の控除額が 195 万

円で頭打ちとなった。給与所得の質的担税力を考慮すれば、これ以上の減額を行うべきではない。ま

た、雇用者が給与所得者の必要経費を負担する程度は、雇用者の事業規模・業態等によって千差万別で

あり、近年減額が続いたことにより、現行の控除額では必要経費を補いきれていない状況も想定され

る。 

よって、実額で必要経費を控除できる制度を創設し、現行の給与所得控除との選択制とすべきであ

る。この場合の必要経費の範囲には、所得税法第 57 条の２に定める特定支出のほか、同法第 37 条に

定める必要経費を含めるべきである。また、必要経費か否かの判断は、支出した本人が判断して申告す

べきものであるから、現行の特定支出控除制度のように給与等の支払者による証明を要件とすべきで

はない。なお、この制度が導入された場合には、現行の特定支出控除は廃止すべきである。 

 

８．不動産所得に係る損益通算の特例の廃止【継続】 

［要望内容］ 

  不動産所得に係る損益通算の特例の制度は廃止すべきである。 

［要望理由］ 

不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地

又は土地の上に存する権利を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、生じな

かったものとみなされ損益通算することができないことになっている。 

この制度は、借入金により賃貸用不動産を取得し、その借入金の利子を必要経費に算入することに

より生じた損失を他の所得と損益通算するという節税対策を防止し、過剰融資に伴う土地価格の高騰

を抑えるために導入された制度であり、土地価格が下落した現在の状況を考えると、この制度は廃止

すべきである。 

また、借入金の利子の負担により資金が流出して課税所得が減少しているにも関わらず、損益通算

をすることができないということは所得がないところに課税が行われていることになり、担税力の観

点から問題がある。 

以上のことから、不動産所得に係る損益通算の特例の制度は廃止すべきである。 

 

９．上場株式等に係る配当所得、株式等に係る譲渡所得等及び先物取引に係る雑所得等の分離課税の廃

止【継続】 

［要望内容］ 
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上場株式等に係る配当所得、株式等に係る譲渡所得等及び先物取引に係る雑所得等の課税方法につ

いては、分離課税ではなく、総合課税にするべきである。 

［要望理由］ 

上場株式等に係る配当所得、株式等に係る譲渡所得等及び先物取引に係る雑所得等の課税方法につ

いては分離課税とされているが、所得税は担税力に応じて税負担を分かち合う総合課税が原則であ

る。 

分離課税の課税方法では、本来負担すべき税額が軽減される場合や、本来負担すべき税額よりも加

重に課税される場合がある。最高税率（45％）で課税されている高額所得者は、上場株式等に係る配

当所得、株式等に係る譲渡所得等及び先物取引に係る雑所得等については現行 15％という税率で課税

されることになり、高額所得者にとって非常に有利な課税方法となっている。 

これは、租税法の基本原則である応能負担の原則に反している。よって、上場株式等に係る配当所

得、株式等に係る譲渡所得等及び先物取引に係る雑所得等の課税方法については、分離課税ではな

く、総合課税にするべきである。 

 

10．青色事業専従者給与に関する届出制度の廃止【継続】  

［要望内容］ 

青色事業専従者給与に関する届出制度を廃止すべきである。 

［要望理由］ 

青色事業専従者給与の必要経費算入の規定の適用を受けようとする者は、事前に届出書を提出しな

ければならない。しかし、生計を一にする親族が一般の使用人と同様に勤務している実態があり、その

支払いも行われている事実があれば、届出書の提出の有無にかかわらず青色申告決算書への記載のみ

で青色事業専従者給与の必要経費算入を認めるべきである。 

 

11．事業専従者控除額の見直し【一部修正】 

［要望内容］ 

事業専従者控除額は勤務実態に基づいた支払額とすべきである。 

［要望理由］ 

青色申告者以外の者である居住者は、給与の支払いの有無にかかわらず事業専従者控除額を必要経

費とみなしている。しかし、生計を一にする親族が一般の使用人と同様に勤務している実態があり、そ

の支払いも行われている事実があれば、その支払額の必要経費算入を認めるべきである。 

 

12．開業年の青色申告承認申請書の提出期限を申告期限とすること【継続】 

［要望内容］ 

開業年における青色申告承認申請書の提出期限を申告期限までとすべきである。 

［要望理由］ 

青色申告の承認の申請は、新たに業務を開始した場合には業務を開始した日から２月以内に申請書

を提出しなければならない。しかし、開業時において税制上の規定や届出書類の期限を熟知することは

難しく、正しい記帳と申告を喚起するという意味から開業年に限り、その承認申請期限を申告期限まで
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とすべきである。 

 

13．業務を承継した相続人の青色申告承認申請書の提出期限を相続人の所得税の確定申告期限とするこ

と【継続】 

［要望内容］ 

業務を承継した相続人が提出する青色申告承認申請書の提出期限を、相続人の所得税の確定申告期

限までとすべきである。 

［要望理由］ 

相続人の青色申告の承認の申請は、被相続人が白色申告者であった場合は業務を開始した日から２

月以内に申請書を提出しなければならない。（被相続人が青色申告者であった場合には、相続開始があ

ったことを知った日から最長で４月以内） 

しかし、これらの期間内に業務の承継者を確定させることは困難なことが多いことから、相続という

特殊な事情を考慮すべきである。 

そのため、相続により業務を承継した相続人の青色申告承認申請書の提出期限は、相続人の所得税の

確定申告書の提出期限までとすべきである。 

 

14．事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例の廃止【継続】 

［要望内容］ 

事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例（所得税法第 56 条）を廃止すべきである。 

［要望理由］ 

所得税法第 56 条は、家族構成員間の所得分散による租税回避行為の防止を目的とした規定である。

今日においては、記帳が発達し事業と家計との分離計算が困難とはいえないこと、財産の実質的な帰属

は家族単位ではなく個人単位で課税すべきであること、労働等の対価を必要経費に算入できるかの判

定が誰に支払うかで決まるのは不公平であることから、所得税法第 56条は廃止すべきである。 

 

15．所得控除における雑損控除の控除順序を最後とすること【継続】 

［要望内容］ 

所得控除の順序は、雑損控除以外の控除から行い、雑損控除は最後に行うべきである。 

［要望理由］ 

所得控除の順序は、所得税法第 87条１項において「まず雑損控除を行うものとする」と規定されて

いる。しかし、この制度では基礎控除をはじめとした本来誰しもが認められるべき控除が切り捨てられ

る結果となってしまう。よって、所得控除の順序は雑損控除を最後にすべきである。 

 

16．災害による雑損失の繰戻還付制度の創設【継続】 

［要望内容］ 

雑損失の繰戻還付制度を創設し、雑損失のうち災害により生じた部分については、繰戻還付を認め

るべきである。 

［要望理由］ 
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災害により生じた雑損失については繰越控除の制度が認められているが、収入の道が断たれている

被災者については、繰越控除制度のみでは十分な支援策とはいえない。 

よって、被災した納税者が今後の生活の立て直しを図ることができるよう支援するためにも、雑損

失の繰戻還付制度を創設し、過去に納めた税を還付できるようにすべきである。 

 

17．雑損失の繰越控除の期間を無期限とすること【継続】 

［要望内容］ 

雑損失のうち災害により生じた部分については、繰越控除の期間を無制限とすべきである。 

［要望理由］ 

災害等の臨時突発的かつ不可抗力な事態により担税力の喪失した納税者については、長期にわたり

救済すべきであるため、繰越控除は期間を制限せず適用すべきである。 

 

18．災害により生じた純損失の繰戻還付を白色申告者にも認めること【継続】 

［要望内容］ 

白色申告者についても、一定の場合には純損失の繰戻還付制度を認めるべきである。 

［要望理由］ 

現在の制度では、純損失の繰戻還付制度は青色申告者に限り認められているが、災害により事業基

盤が崩壊した事業者は、申告書の種類を問わず早期に事業を再開することが出来ない状況に置かれる

ことが考えられる。よって、白色申告者についても、災害により生じた純損失のうち、少なくとも現

行制度において繰越控除が認められている被災事業用資産の損失の金額等については、繰戻還付制度

の適用を認めるべきである。 

 

19．相続等により取得した年金受給権から支払を受ける年金の全額非課税【継続】 

［要望内容］ 

生命保険契約等に基づく年金受給権を相続等により取得した相続人が支払を受ける年金については

全額所得税を課税しないものとすべきである。 

［要望理由］ 

相続により生命保険契約等に基づく年金受給権を取得した相続人が支払を受ける年金の支給額のう

ち「相続税の課税対象となる経済的価値と同一のもの」については、所得税の課税対象とならず、所

得税法施行令において課税部分を計算する規定が設けられている。 

しかし「相続税の課税対象となる経済的価値」は、総額が確定した年金受給権そのものであり、相

続税の課税対象となった年金受給権の「評価額」ではない。「評価額」は相続税の課税対象を定める

上での計算結果であり、時価そのものではない。また、解約一時金を時価とする考え方があるが、解

約一時金は時価ではなく、年金形式で受け取らない代わりに差し引くことを予め契約者と保険会社と

の間で約束した内容に基づき計算した結果にすぎない。 

よって、確定した年金受給権の総額が相続税の課税対象になったことを踏まえ、その年金受給権に

基づき支払を受ける年金については全額所得税を課税しないものとすべきである。 
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20．配偶者居住権の合意解除の際に配偶者が受け取る対価の額についての課税の特例の創設【継続】 

［要望内容］ 

配偶者居住権につき、一定の事由が生じたことによる合意解除の際に、配偶者が受け取る対価の額

に課される所得税については、軽減を図るための特例措置を設けるべきである。 

［要望理由］ 

配偶者居住権の存続期間中に、その配偶者が一定の要介護認定又は要支援認定、若しくは障害支援

区分の認定を受けて、養護老人ホームへの入所が必要となったことにより、その入所費用や介護費用

等に充てるために、配偶者居住権の設定された建物および土地を売却しようとする場合には、配偶者

居住権を合意解除する必要が生じる。 

配偶者居住権を合意解除し、その配偶者が、その解除した建物および土地の所有者から配偶者居住

権に相当する対価の額を受け取る場合において、その対価の額につき総合譲渡所得として所得税の超

過累進課税が行われると、養護老人ホームへの入所費用や介護費用等に充てるという目的が阻害され

る可能性がある。 

よって、配偶者が一定の要介護認定等を受けて、養護老人ホームへ入所するため、配偶者居住権の

合意解除をした場合には、配偶者が受け取る対価の額に課される所得税については、軽減を図るため

の特例措置を設けるべきである。 

 

21．事業用不動産の譲渡損益とその他の所得との損益通算及び繰越控除を認めること【継続】 

［要望内容］ 

事業用の土地建物等の譲渡損益とその他の所得との損益通算及び繰越控除を認めるべきである。 

［要望理由］ 

損益通算制度は、所得の種類を問わず適正な担税力に応じて課税するという課税原則の基本理念を

実現するための制度であるにもかかわらず、平成 16年度の改正により土地建物等の譲渡損益とその他

の所得との損益通算及び譲渡損失の繰越控除制度が廃止されたため、担税力を失った部分にも課税す

ることになってしまった。このことは、税制の基本原則である応能負担原則に反しており、個人事業者

が債務の返済や資金繰りを理由に不動産を売却する上で大きな障害となっている。したがって、事業用

不動産の譲渡損益とその他の所得との損益通算及び譲渡損失の繰越控除を認めるべきである。 

 

【法人税】 

１．役員給与の原則損金算入【継続】 

［要望内容］ 

役員給与は原則全額損金算入とすべきである。 

［要望理由］ 

会社法においては、従来、商法が規定していた役員賞与の利益処分的性格が否定され、役員報酬及

び賞与は役員給与として包括的に規定されることとなった。会計上も職務執行の対価として費用性を

認めている。これに対して、法人税法では恣意性と利益調整を排除する観点から、役員給与を原則損

金不算入とし、損金の額に算入される役員給与を①定期同額給与②事前確定届出給与③利益連動給与

に限定している。 
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会社法と税法では理念の相違から、一定の調整が加えられることは理解できるが、役員給与に関する

規定の仕方は全く相反するものであり、企業の健全な発展を考えると、見直しが必要である。 

見直しの方向性としては、役員給与については損金算入を原則とし、算入されないものを税法に限

定列挙するといった法の構造の変革が必要である。 

 

２．退職給付引当金及び賞与引当金繰入れの損金算入【継続】 

［要望内容］ 

労働協約又は就業規則等により退職金や賞与の支給が明確に規定されている法人については、退職

給付引当金及び賞与引当金の繰入れについての損金算入を認めるべきである。 

［要望理由］ 

就業規則や退職金規程等が定められている法人においては、一事業年度において認識される将来の

退職金負担の増加額は、支出される蓋然性が高く、従業員に対する確定債務的な要素を有しており、

当期就業の事実により発生支給される賞与引当金についても同様である。 

これらの引当金の繰入れによる適正な期間損益計算を行うことは、「中小企業の会計に関する指針」

が求めていることであり、これを課税所得に反映させることは、健全な企業経営にとっても、税収の平

準化の観点からも妥当なことである。 

 

３．貸倒引当金の損金算入を一定の法人に限定する措置の見直し及び貸倒損失要件の法令化【継続】 

［要望内容］ 

貸倒引当金の損金算入を一定の法人に限定する措置を見直すとともに、貸倒損失の計上要件その他

については、通達での規定ではなく、法令化を図るべきである。 

［要望理由］ 

現行法では、貸倒引当金の損金算入は銀行、保険会社及び中小法人等に限定されている。 

そもそも、貸倒引当金は業種や会社の規模を問わず発生する偶発債務であるから、課税の公平の観点

から損金算入を特定の法人に限定すべきではない。特に個別評価金銭債権は、担税力に乏しい金銭債権

であるから、かかる債権に対する貸倒引当金を損金算入の対象外とすることは、法人に過大な税負担を

強いることになる。よって、貸倒引当金はすべての法人に認められるべきであるから、損金算入を一定

の法人に限定する措置を見直すべきである。また、貸倒損失の計上要件その他の事項については、法人

税基本通達ではなく、法令で規定することが適切である。 

 

４．交際費は全額損金算入とすること【継続】 

［要望内容］ 

交際費は原則全額損金算入とすべきである。 

［要望理由］ 

交際費は、正常な企業活動を行うために当然必要とされ、損金性を有するものである。また、常にそ

の効果が考慮されつつ支出される経費であるから，その支出が冗費となるか否かは企業の判断に委ね

られるべきである。 

接待・供応・慰安・贈答の相手先等を帳簿に記載することを要件とし、その要件を満たしたものは全
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額損金算入すべきである。 

 

５．青色申告承認申請書の提出期限を当期の申告書の提出期限とすること【継続】 

［要望内容］ 

青色申告の承認申請の提出期限については、当期の申告書の提出期限までとすべきである。 

［要望理由］ 

青色申告の承認を受けようとする場合、現在新設法人については、設立の日以後３月を経過した日

と、新設後の最初の事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までに申請書を提出しなければ

ならないこととなっている。また、通常の事業年度においては、承認を受けようとするその事業年度の

開始の日の前日までに、申請書を提出しなければならないこととされている。しかし、青色申告につい

ては正確な記帳により正確な申告を奨励しているのであるから、申告時までに青色申告に必要とされ

る帳簿書類等が整備できていれば充分であると考えられ、青色申告の承認申請の提出期限は当期の申

告書の提出期限とすべきである。  

 

【所得税及び法人税に共通する事項】  

１．青色申告者の純損失及び青色申告法人の欠損金の繰越控除の期間を無制限とし、欠損金の繰越控除

限度額に係る制限を撤廃すること【継続】 

［要望内容］ 

青色申告者の純損失及び青色申告法人の欠損金の繰越控除の期間は無制限にすべきであり、欠損金

の繰越控除限度額に係る制限を撤廃すべきである。 

［要望理由］ 

青色申告書を提出した年分の純損失については３年間の繰越控除期間が設けられており、青色申告

書を提出した事業年度の欠損金については 10年間の繰越控除期間が設けられている。また、中小法人

等を除き、控除限度額がその事業年度の所得金額の 50％相当額に制限されている。 

青色申告者については、純損失の繰越控除期間は３年であるのに、増額更正の期間は５年である点に

おいて現行制度上問題があると考えられるが、そもそも繰越控除期間を制限する理由がない。また、青

色申告法人についても、ゴーイングコンサーンを前提とすれば繰越控除期間は無期限とすべきであり、

欠損金の繰越控除については制限を設けるべきではない。 

 

２．一括償却資産の損金算入制度及び中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制

度を廃止し、少額減価償却資産の取得価額の一時損金算入限度額を 30 万円未満に引き上げること 

【継続】 

［要望内容］ 

一括償却資産の損金算入制度及び中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制

度を廃止すべきであり、少額減価償却資産及び繰延資産の取得価額の一時損金算入限度額を 30万円未

満に引き上げるべきである。 

［要望理由］ 

  取得価額 10万円以上 20万円未満の減価償却資産については、一括償却資産の損金算入制度として、
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３年間で均等償却により損金算入されることとなっている。 

また、取得価額 30万未満の減価償却資産のうち年間 300万円までは、中小企業者等の少額減価償却

資産の取得価額の損金算入の特例制度により、全額損金算入が認められている。 

  しかし、事務負担の軽減、事務効率の向上等に資する設備投資を促進させる見地から上記の取扱い

を廃止し、少額減価償却資産及び繰延資産の一時損金算入限度額を現行の 10万円未満から、30万円未

満に引き上げるべきである。 

 

３．定額法と定率法の選択適用による減価償却計算の維持【継続】 

［要望内容］ 

  定額法と定率法の選択適用による減価償却計算を維持すべきである。 

［要望理由］ 

平成 28年度改正の建物附属設備及び構築物の定額法による償却への一本化など、減価償却資産の償

却方法が定額法へ統一される傾向が強まっている。しかし、事業用固定資産の多くは、通常使用期間に

おいて均等に価値が減少するのではなく、使用開始後初期における価値の減少が大きい。定額法による

償却は投資の費用化が遅れることになり、設備投資意欲を減退させることになる。 

よって、定額法と定率法の選択適用による減価償却計算を引き続き認めるべきである。 

 

４．社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する制度の廃止【継続】 

［要望内容］ 

  社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する制度を廃止すべきである。 

［要望理由］ 

医業又は歯科医業を営む個人、医療法人（その年の医業及び歯科医業に係る収入金額が 7,000万円

を超える者を除く）が社会保険診療につき支払を受けるべき金額が年 5,000万円以下であるときは概

算経費率を用いる「社会保険診療報酬の所得計算の特例」が設けられている。この特例の趣旨は、国

民皆保険制度の定着等を支援することにあったと言われるが、既にその目的は達成されていると考え

られる。必要経費の額及び損金の額に算入する金額は、実額計算によることが原則であり、申告納税

制度を否定する概算経費をあえて存置する理由はなく、課税の公平の見地からもこの特例は廃止すべ

きである。 

 

５．源泉所得税の納期の特例の適用を申請月の納付分からとすること【継続】 

［要望内容］ 

 納期の特例については、申請書を提出した月の翌月 10日までに税務署長から承認又は却下の通知

がなければ、この申請書を提出した月の末日に承認があったものとして申請月の納付分からこの特例

が適用されるべきである。 

［要望理由］ 

源泉所得税にかかる納期の特例は、設立と同時に申請してもその月には適用されないこととなり不

合理であるため。 
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【消費税】 

１．納税義務の判定基準を当該課税期間の課税売上高とすること【継続】 

［要望内容］ 

当該課税期間における課税売上高により納税義務の有無を判定すべきである。 

［要望理由］ 

現在は，過年度の課税売上高に基づいて当該課税期間の納税義務の有無が判定されている。この判定

基準では、当該課税期間の課税売上高が多額であっても免税事業者になる場合や、当該課税期間の課税

売上高が少額であっても課税事業者になる場合が生じるなど、納税義務の判定が当該課税期間の事業

規模を反映しておらず、極めて不合理である。また、平成 26年４月１日以後については、特定新規設

立法人に対して納税義務を免除しないこととしたものの、その判定基準は、あくまでもその出資者にお

ける前々事業年度の課税売上高であり、新規開業の個人事業者や資本金 1,000 万円未満の新設法人の

場合は、当該課税期間の課税売上高が多額であっても納税義務がないという不合理に対する根本的な

解決にはなっていない。 

よって、当該課税期間における課税売上高により納税義務の有無を判定すべきである。 

 

２．簡易課税制度選択を申告書記載要件とすること【継続】 

［要望内容］ 

簡易課税制度の選択は、申告書記載要件にすべきである。 

［要望理由］ 

簡易課税制度の適用を受けることができるのは、基準期間における課税売上高が 5,000 万円以下の

小規模事業者だけである。現在は、当該課税期間開始の日の前日までに届出書を提出することになって

いるが、小規模事業者が将来の経営状況や設備投資計画などを事前に予測して届出書を提出すること

は極めて困難である。 

よって、簡易課税制度の選択を申告書記載要件にすべきである。 

 

３．簡易課税制度等の選択の２年継続適用規定の廃止【継続】 

［要望内容］ 

簡易課税制度等の選択の２年継続適用規定は廃止すべきである。 

［要望理由］ 

現在は、簡易課税制度や仕入税額控除の一括比例配分方式を選択した場合などは、２年継続適用しな

ければならない。しかし、課税期間は本来１年単位であり、そもそも特例規定である簡易課税制度から

本則課税への変更に２年継続という規制を設けることは、合理性が乏しい。 

よって、簡易課税制度等の選択の２年継続適用規定は廃止すべきである。 

 

４．届出書の提出期限が当課税期間開始の日の前日までとなっているものについては、前課税期間の申

告書の提出期限とすること【継続】 

［要望内容］ 

届出書（簡易課税制度の選択を除く）の提出期限が当課税期間開始の前日までとなっているものにつ
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いては、前課税期間の申告書の提出期限とすべきである。 

［要望理由］ 

届出書の提出期限について、当該課税期間開始の日の前日までとなっているものがある。現行法で

は、届出書の提出期限は前課税期間の申告書の提出期限より２ヶ月（申告期限の延長をしている場合は

３ヶ月）前に到来する。その関係上、前課税期間の確定した決算に基づいて届出書を提出したくても、

提出するタイミングを逸して届出書の適用を受けられない、もしくは、前課税期間の決算が確定しない

まま、適切な判断ができない状況下で届出書を提出せざるを得ない、といった税務上の判断において困

難な問題が生じている。 

よって、届出書の提出期限が当課税期間開始の前日となっているものについては、前課税期間の申告

書の提出期限とすべきである。 

 

５．消費税の非課税取引の範囲を見直すこと【新規】 

［要望内容］ 

非課税取引のうち、「社会政策的な配慮に基づくもの」については、課税取引とし、適用される税率

を０％とすべきである。 

［要望理由］ 

非課税取引については、課税売上割合の計算上、課税資産の譲渡等に算入しないことから、非課税売

上に対応する仕入に係る消費税を事実上事業者が負担することになっている。それゆえ、事業者が負担

することになる消費税が消費者へ価格転嫁されやすくなり、社会政策上の配慮に基づく非課税という

本来の趣旨が達成されないという本末転倒な結果となっている。 

このような不合理がないように、特に社会政策的配慮に基づく非課税取引の項目については、原則消

費税の課税取引とし、適用される税率を０％とすべきである。 

 

６．中小企業の特例を見直すこと【新規】 

［要望内容］ 

消費税導入当初は小規模事業者の税負担の激変を緩和する施策としての限界控除制度の復活並びに

簡易課税制度の基準期間における課税売上高の引上げ（2億円程度）を復活させるべきである。 

［要望理由］ 

コロナ禍で小規模事業者の経営は疲弊している上に、脱コロナでゼロゼロ融資の返済が始まる等非

常に厳しい状態に追い込まれている。更に急激な円安やエネルギー価格の上昇、最低賃金の引上げ等に

よる人件費の上昇等により危機的状況にある事業者が増えており、体力のない小規模零細事業者は事

業に行き詰まることが懸念されている。 

そこで、小規模事業者を救うためにも、消費税導入当初に小規模事業者に対する負担軽減策として設

けられていた限界控除制度（免税事業者が課税事業者になることで消費税の負担が一気に発生する税

負担のギャップを軽減する制度）の復活、そして簡易課税制度の金額基準緩和を行うべきである。 
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【相続税・贈与税】 

１．遺言執行費用を債務控除の対象とすること【継続】 

［要望内容］ 

遺言執行費用については相続財産から控除すべきである。 

［要望理由］ 

相続税法第 13条、14条の規定により債務控除の適用できる範囲は限られており、遺言執行費用につ

いては債務控除が認められていない。当該費用については、被相続人の債務ではないが、相続税は被相

続人の純財産に対し課税するのが本来の趣旨であることからすると、相続開始に伴い必然的に発生す

る費用で故人の遺志を実行する為にかかる費用については相続財産から控除すべきである。弁護士費

用や税理士費用はともかく、遺言執行費用については民法 1021条の規定において相続財産の負担とさ

れていることからも、葬式費用と同様に債務控除を認めるべきである。 

 

２．納付困難要件の判定における納税者固有財産の除外【継続】 

［要望内容］ 

納付困難要件の判定から納税者固有の財産を除外すべきである。 

［要望理由］ 

金銭一時納付が困難な場合において、延納の許可申請又は物納の許可申請をするときに、延納又は物

納の許可限度額の計算上、納期限（又は納付すべき日）までに納付することができる金額は相続財産に

納税者固有の財産を加算し、当面の生活費を減算して求めることとされている。しかし、財産税である

相続税は本来課税対象となった相続財産そのもので納付を完結すべきであり、納税者固有の財産を含

めるべきではない。 

よって、納付困難要件の判定から納税者固有の財産を除外すべきである。 

 

３．財産評価の基本的事項を法律本文で規定すること【一部修正】 

［要望内容］ 

財産評価は、相続税及び贈与税の課税標準の計算に直接影響を及ぼすことから、「時価」の意義につ

いて、その通則を法律で明確に規定すべきである。 

加えて、財産評価基本通達 6項に定める「著しく不適当」の基準やその場合の評価方法を明示し、納

税者の法的安定性や予測可能性を確保すべきである。 

［要望理由］ 

相続税法第 22条では「この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得

した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金

額は、その時の現況による」と規定し、「この章で特別の定めがあるもの」として、第 23条以下で「地

上権及び永小作権」「配偶者居住権等」「定期金に関する権利」「立木」に限り、その評価方法を定めて

いる。しかしながら財産評価が、相続税及び贈与税の課税標準の計算に直接影響を及ぼすことを考えれ

ば、「時価」の意義について、その通則を法律で明確に規定すべきである。 

現在の財産評価の算定方法は、重要な部分を通達に依存しており、かつ、その 6項では「この通達の

定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示を受けて評
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価する」と定めるが、「著しく不適当」の基準やその場合の評価方法が明らかにされていない。租税法

律主義の観点からも、納税者の法的安定性と予測可能性確保のため、早期に法定化を実現すべきであ

る。 

 

４．公正な財産評価が行われるよう評価額の決定手続を整備すること【継続】 

［要望内容］ 

公正な財産評価が行われるよう評価額の決定手続を整備するべきである。 

［要望理由］ 

土地の相続税評価基準の決定について、相続税法第 26条の２に規定されている土地評価審議会は各 

国税局の付属機関である。第三者である有識者をメンバーに盛り込むだけではなく、より公正な評価の

ための第三者機関である協議機関制度を導入する必要がある。 

 

５．相続財産が相続開始後、申告期限までに評価額が著しく低下した場合の救済措置の規定を設けるこ

と【継続】 

［要望内容］ 

相続財産が相続開始後、申告期限までに評価額が著しく低下した場合の救済措置の規定を設けるべ

きである。 

［要望理由］ 

財産評価は、相続開始時の時価に基づくことを原則とするが、申告期限までに相続財産の評価額が 

著しく低下した場合には、納税者の担税力も失われているため、原則的な評価方法によることが難しい

場合の救済措置を法律上に設ける必要がある。 

 

６．教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の廃止【継続】 

［要望内容］  

教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の規定を廃止すべきである。 

［要望理由］ 

この非課税措置の趣旨は、60 歳以上の世代が資産全体の６割を保有する中で、こうした資金を若年

世代に移転させるとともに、教育資金については、教育・人材育成をサポートするため、結婚・子育て

資金については、若年世代の結婚を促し、少子化対策のためとされている。しかし、この非課税措置は、

教育資金及び結婚・子育て資金を贈与することができる財産を有する親族をもつ者のみが対象となり、

このような財産を有する親族をもたない者は支援を受けることができない不公平な制度である。また、

若年世代の結婚年齢が高くなり、少子化が加速しているのは、安心して子供を産み、働くために必要な

社会的インフラの未整備に原因がある。 

そもそも相続税法第 21条の３（贈与税の非課税財産）第１項第２号に「扶養義務者相互間において

生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」は

非課税と規定されている。一般家庭で必要に応じて都度贈与する場合は従来の非課税規定で十分であ

る。よって、一部の富裕層に対しての課税逃れである教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与に係る

贈与税の非課税措置は廃止すべきである。 
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７．連帯納付義務の廃止【継続】 

［要望内容］ 

相続税・贈与税の連帯納付義務を廃止すべきである。 

［要望理由］ 

相続税法では、税負担の公平や租税徴収の確保の見地から、共同相続人相互者間などにおいて、互い

に連帯納付義務を負うこととされている。相続税に関しては、申告期限から５年を経過している等の場

合には，連帯納付義務が一部解除された。しかし、不意に連帯納付義務を負う可能性が残っている。 

相続税及び贈与税は財産を取得した事実に担税力を見出し課税するものであるから、他の者が取得

した財産について課せられた租税を負担することは、応能負担原則に反するものである。 

また、相続税の連帯納付義務については、規定された当時に比べ家族観も多様化しており、相続時精

算課税で財産を取得した者が親族でない場合も連帯納付義務が生じることになることから、現状に即

している制度とはいえない。贈与税の連帯納付義務については、贈与により財産を失い担税力を見出せ

ないにもかかわらず、租税を負担させるという矛盾が生じる。よって、相続税及び贈与税についての連

帯納付義務は廃止すべきである。 

 

８．物納制度の見直し【一部修正】 

［要望内容］ 

物納制度について手続きの簡素化と適用要件の緩和を図るべきである。 

［要望理由］ 

平成 18 年度の税制改正で、物納許可基準と審査手順が明確になり、物納審査期間が短縮されたが、

その結果として納税者に様々な負担が強いられることとなった。物納の提出書類の厳格さと煩雑さの

ため、相続開始後から提出期限までにすべての書類を整えることは非常に困難である。 

さらに「金銭納付を困難とする理由書」の中で「物納許可限度額」の計算式が導入され、国税徴収法

施行令第 34 条の規定から準用して定めた１か月あたりの生活費は、全国一律、納税者１人 10 万円と

同居親族１人あたり４万５千円とされた。この生活費の設定額は滞納者が給料の差し押さえ禁止の基

礎となる金額と同額という相当低い設定額であり、地域の物価水準も考慮されていない。 

これらのことから多くの納税者が物納申請を断念せざるを得ず、税制改正以降、国税庁が公表してい

る物納申請件数は、平成 18 年度が 1,036 件であったのに対し、平成 19 年度は 383 件、令和 3 年度は

63件となっている。平成 27年から相続税の基礎控除の引下げが施行され、相続税の申告件数が大幅に

増加しているところ、現行の物納制度は納税者にのみ負担を強いる利用しにくい制度となっているた

め、手続きの簡素化と適用要件の緩和を早急に図るべきである。 

 

９．相続税の更正の請求の特則事由に、相続開始後に一定の事由が生じた保証債務を追加すること  

【継続】 

［要望内容］ 

相続により承継した保証債務で相続開始後に債務の履行義務が生じ、かつ求償権の行使が不能とな

ったときは、相続税の更正の請求の特則事由に該当するものとすべきである。 
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［要望理由］ 

 相続税法の債務控除は相続開始の際現に存するものとされており、相続開始時に債務の履行義務が

生じておりかつ求償権行使不能の状態にある保証債務以外は債務控除の対象とされていない。 

相続により承継した保証債務が、相続開始後に主たる債務者が弁済不能の状態となり保証人が債務の

履行をしなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償権を行使しても返還を受ける見込みがな

い状態であるときは、相続税の更正の特則の事由になっておらず、その債務の履行についての救済措置

が設けられていない。 

債務の履行義務かつ求償権の行使不能の時期が異なることで、相続税の負担が異なることは、担税力に

即して公平に配分されなければならないという、租税公平主義の原則が歪められていることになる。よ

って、相続開始後に債務の履行義務が生じ、かつ求償権を行使できないこととなった保証債務について

は、相続税の更正の請求の特則事由に該当するものとして、相続税の更正の請求が認められるべきであ

る。 

 

10．社長借入による貸付債権について担税力に見合った評価基準を定めること【継続】 

［要望内容］ 

実質的に回収不能と考えられる債権の評価について、担税力に見合った評価基準を定めるべきであ

る。 

［要望理由］ 

  被相続人が株主であった法人に対して自ら貸付けた債権は、相続財産として原則元本により評価さ

れる。社歴の長い中小企業においては期限切れの欠損金に対する社長借入金が高額になり、実質的に回

収不能である場合が多い。債権の回収不能部分に相続税を課税することは、時価評価を規定している相

続税法第 22条に違反する。したがって、財産評価基本通達により株式の純資産価額を評価した場合の

負債合計額が、資産合計額を超える部分の金額を貸付債権の元本から減額（貸付債権の元本の金額を限

度）するなど、担税力に見合った客観的な評価基準を明確に定めるべきである。 

 

11．課税方式を法定相続分課税方式から遺産取得課税方式へ変更すること【一部修正】 

[要望内容] 

 相続税の現行の課税方式である法定相続分課税方式は、課税の公平性が保たれないことや、各種特例

による税負担の軽減の効果が本来の対象者以外にも及ぶことなど、課税上重要な問題を内在している。

これらの問題を解消するため、遺産取得課税方式へ変更すべきである。 

[要望理由] 

我が国の相続税の課税方式は、昭和 33 年度（1958 年）の税制改正により遺産課税方式から法定相

続分課税方式に変更され現在に至っている。法定相続分課税方式が採用されたのは、当時の経済社会状

況において、遺産分割の慣習が定着しておらず、税負担を軽減するために仮装して恣意的な分割が行わ

れていたことなどにある。現在は経済社会状況の大きな変化により、遺産分割の慣習は定着し、採用当

初の問題はほぼ解消されているにもかかわらず、課税方式は変更されていない。 

平成 20 年度（2008 年）の税制改正要綱の中で、新しい事業承継税制の制度化に伴い、遺産取得課

税方式に改めることを検討するとの記載があるが、その後の税制改正大綱でも取り上げられることは
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なく、今日に至っている。 

現行の法定相続分課税方式の一番大きな問題点は、各相続人等の相続額に応じた課税が行われてい

ないため、相続人の間の水平的公平性が損なわれている点にある。その他、各種特例による税負担の軽

減の効果が本来対象とする相続人以外にも及ぶことや、一人の相続人による申告漏れにより、他の共同

相続人にも追徴課税が生じること、連帯納付義務などの問題も生じている。 

一方で、遺産取得課税方式は、遺産そのものではなく、遺産を取得した各相続人等の利得に課税する

ことから、上記の問題は解消され、担税力に応じた合理的な課税、富の集中抑制、平等原則の下におけ

る課税の実現を図ることができる。よって、相続税の課税方式を遺産取得課税方式に変更すべきであ

る。 

 

12．納税者が予測しえない災害等を受けた場合の相続時精算課税制度の弾力運用【新規】 

[要望内容] 

相続時精算課税制度を選択した後であっても、納税者が予測しえない災害等を受けた場合には、一定

の救済措置を講じるべきである。 

[要望理由] 

 相続時精算課税制度を選択すれば、その受贈者・贈与者間では、暦年贈与に戻すことができない。

また、相続財産に合算する贈与財産の価額は贈与時の時価で評価されるため、災害等により相続時点で

その価額が下落しても、その災害による損失が考慮されない。こうした事情が制度普及の妨げにもなっ

ている。 

制度選択後、納税者に予測しえない事情が生じた場合の措置として、以下の対応を検討すべきであ

る。納税者が安心して制度選択できるしくみを構築することが、将来的に相続税・贈与税一体化を検討

するうえでも重要である。 

①災害等により、贈与後に財産価値が著しく下落した場合、相続時の価額による評価、または損失額

の控除を認めること 

②将来的に、相続税率の引上げなど、納税者に不利な改正が行われた場合、贈与時の税制に基づく相

続税の申告納付を認めること 

 

【その他】  

１．印紙税の廃止【継続】 

［要望内容］ 

  課税の公平の観点から印紙税課税は廃止すべきである。 

［要望理由］ 

印紙税は、経済取引により生じる経済的利益に担税力を求め課税する流通税であると言われている。

これは経済取引において作成される課税事項が記載された文書に対して課税されるものである。IT 化

の進展に伴う電子決済、ペーパーレス化等が進んだことにより、同一内容のものであるにもかかわら

ず、課税文書に該当しない事例もあり、課税の公平の観点から問題が生じている。 

よって、課税の公平の観点から、印紙税課税を廃止すべきである。 
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２．外形標準課税の中小企業への適用除外【継続】 

［要望内容] 

外形標準課税の中小企業への適用は除外すべきである。 

［要望理由］ 

事業税の外形標準課税は、税負担の公平性の確保、応益課税としての税の性格の明確化、地方分権を

支える基幹税の安定化、経済の活性化、経済構造改革の促進などを目的として資本金の額１億円超の法

人を対象として導入された。しかし、現在、外形標準課税の適用を中小企業にまで拡大することが検討

されている。 

大企業と比較すると財務基盤も弱く欠損法人割合も高いなど、担税力の弱い中小企業にまで外形標

準課税を適用することは、多くの中小企業の経営を圧迫することになる。 

また、外形標準課税の「付加価値割」は、人件費が計算の基礎となっており、大企業と比較すると労

働分配率が高い中小企業に外形標準課税が導入された場合には、人件費の削減や新規雇用の抑制につ

ながり、我が国の雇用の安定化、経済の発展を阻害することになる。 

よって、外形標準課税の中小企業への適用は除外すべきである。 

 

３．法人事業税・住民税も欠損金の繰戻し還付を認めること【継続】 

［要望内容] 

法人が国税において欠損金の繰戻し還付の適用を受けた場合においては、地方税でも同様に繰戻し

還付を受けられるようにする。 

［要望理由］ 

中小企業の財務基盤の弱さを鑑みると、黒字から１年で赤字に転じた状況から致命的な資金の欠乏

に繋がりやすいことから、地方税からも配慮が必要である。 

 

４．個人事業税の課税客体の見直し【継続】 

［要望内容] 

 個人事業税の法定業種の限定列挙を廃止し、すべての事業を課税客体とし、税率についても見直しを

すべきである。 

［要望理由］ 

 個人事業税の課税客体は、法定業種に限定列挙されている。法定業種に列挙されてない事業者は、事

業性の有無にかかわらず課税がなされていない。これは、事業税の沿革が明治 11年に導入された営業

税の流れを踏襲してきたことに起因し、今日の社会経済の状況から、特定の事業者が法定業種から除か

れていることに合理性はない。  

すべての事業者が事業を行う際に地方公共団体の行政サービスの提供を受けており、これらの行政

サービスに係る必要な経費は事業者が担税力に応じて負担すべきである。課税客体から特定の事業を

除外することは、課税の公平を阻害する。 

また、時代の変遷とともに、ユーチューバーやアフィリエイターなどの新しい形態の事業が発生し、

事業形態の多様化や複雑化が進んでいる。これらの多様な事業形態について法定業種に該当するかど

うかの線引きをすること自体に、その意味が薄れていると言える。 
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よって、税負担の公平を図る観点から、法定業種を限定列挙することを廃止し、すべての事業を課税

客体としたうえで、事業区分ごとの税率についても見直しをすべきである。 

 

５．所得金額が２千万円を超え、かつ、合計額３億円以上の財産を持つ場合等の財産債務調書の提出義務

の廃止【継続】 

［要望内容］ 

  所得金額が２千万円を超え、かつ、その価額の合計額が３億円以上の財産又はその価額の合計額が

１億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合の財産債務調書の提出義務は廃止すべきである。な

お、廃止に至らない場合においても、提出対象者・提出期限については見直すべきである。 

［要望理由］ 

  財産債務調書は納税者において正確な所得計算のために資産・負債面からの確認が必要なことや、

税務当局の調査の正確を期するうえにも役立ち、更には相続税等の資料としても有効であることが考

えられている。しかし、課税標準および税額を納税者が計算し申告する申告納税制度においては、その

計算の正確性の確保は納税者自身が行うべきである。提出理由や必要性がない情報の提出をいたずら

に求めるのは民主的な申告納税制度の趣旨に反すると言わざるを得ず、早急に廃止すべきである。 

 

６．償却資産に係る固定資産税における免税点方式の変更および課税対象の見直し【継続】 

［要望内容] 

償却資産税は免税点方式ではなく控除方式とし、その年の課税標準から 300万円を控除すべきであ

る。また、30万円未満の少額資産については、課税対象から除外すべきである。 

［要望理由］ 

国税においては、経済の発展を図るため、設備投資の促進を目的とする多くの税制支援措置が取られ

ている。一方、償却資産に係る固定資産税については、平成 28年度税制改正において中小法人等が取

得した一定の機械装置に係る償却資産税について減税措置が導入されたものの、十分な措置とはいえ

ない状況である。現行の免税点方式では、課税標準 150 万円以下の事業者について償却資産税が課さ

れない結果となっているため、公平性の観点から、控除方式に変更した上でその年の課税標準から 300

万円を控除した金額に税率を乗じて税額を計算すべきである。 

また、租税特別措置法で定めている 30万円未満の少額減価償却資産については、法人税及び所得税

で費用化を認めているにもかかわらず、償却資産税については課税対象とされているため、実務上の処

理が非常に煩雑なものとなっている。よって、国税の取扱いとの統一化を図るべきである。 

 

７．個人住民税の基礎控除等の引き上げ【継続】 

［要望内容］ 

  基礎控除、扶養控除、配偶者控除（以下「人的控除」という。）は、所得税同様に控除額を引き上

げるべきである。 

［要望理由］ 

所得税と住民税の人的控除額は共に最小限度である生活保護基準を上回るものとして規定されるべ

きであることから。 
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８．個人住民税の申告不要制度創設【継続】 

［要望内容] 

給与所得者の給与以外の所得が 20万円未満である場合等における個人住民税の申告不要制度を創設

すべきである。 

［要望理由］ 

所得税においては、給与所得者の給与以外の所得が 20万円未満である場合や公的年金等の収入金額

が 400万円以下で公的年金等に係る雑所得以外の所得が 20万円未満である場合には申告不要を選択で

きるが、個人住民税の申告義務は免除されないため納税者の混乱を招いている。申告納税手続きの簡素

化、少額不追及の観点から、個人住民税についても申告不要を選択できるようにすべきである。 

 

９．ふるさと納税制度の廃止【継続】 

［要望内容] 

ふるさと納税制度を廃止する。 

［要望理由］ 

個人住民税は、地方自治体が行う住民に地域の公共サービスに必要な経費を、住民が個人の担税力に

応じて広く負担するものである。 

ところがふるさと納税の現状を見ると、多くの国民が単に返礼品をもらいたいという目的から地方

の自治体へ寄付を行うため、返礼品の種類や実質返礼率により、自治体間の税収格差が生じている。ま

た、寄付を受けた自治体も返礼品の費用負担があるため、寄付受領額の約３割が実質的に自治体の税収

とならないだけでなく、事務処理やポータルサイト掲載費用など新たな負担も生じせしめている。 

このような現状では、国民は個人住民税のそもそもの意義を見失い、寄付や納税と称して単に消費活

動を行っているに過ぎず、納税意識を高めることには繋がらない。税収も全体で見ると返礼品や関連コ

ストの分蚕食されてしまうことから、ふるさと納税制度は廃止すべきである。 


